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はじめに

当社は、２００８年７月３日付の業務改善命令に基づき金融庁に業務改善計画を提出し、経営陣

の主体的かつ統一的な関与のもと、再発防止策を確実に実行しております。

また、「ＰＤＣＡサイクル」の視点から再発防止策の実効性等について点検し、課題等を把握のうえ

改善を行なうなど、業務改善プロセスの定着にも努めております。

今後とも 経営陣の強力なリーダーシップのもと スピードをもって計画に基づく取組みを実践し今後とも、経営陣の強力なリ ダ シップのもと、スピ ドをもって計画に基づく取組みを実践し、

よりいっそうの業務改善を推進してまいります。
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主な進捗状況（２００９年２月～７月） ①

１．経営管理(ガバナンス)態勢の改善・強化

3

総代会の
活性化

立候補による総代の
改選

■ 2006年に導入した「総代立候補制」について、2007年1月就任の
「立候補による総代」の任期が満了するため、2010年1月就任予定
の立候補の届け出を７月３日から受け付け

■ 316名の社員（ご契約者）の方々が立候補され、選出数（22名）を

■ 2008年度の「お客さま満足度調査」を実施し、結果を6月に発行の
｢『お客さまの声』白書2009｣に掲載のうえ公表。総合満足度や給付
金請求手続きに関する満足度が向上「お客さま満足度調査」の

■ 316名の社員（ご契約者）の方々が立候補され、選出数（22名）を
超えたため、7月28日に抽選会を実施し、22名の総代候補者を選出

金請求手続きに関する満足度が向上
■ とくに、お客さまへの節目訪問等、標準的なお客さま対応を制度化し

た「安心サービス活動」により担当者のお客さまへの訪問（面談）が
進み、担当者に関する満足度が向上

「お客さまの声」
に基づく

「お客さま満足度調査」の
実施

お客さま 声を広く収集する取組み 環として2008年に創設したに基づく
業務改善の推進

「消費者モニター制度」の
運営の見直し

■ お客さまの声を広く収集する取組みの一環として2008年に創設した
「消費者モニター制度」を「消費者専門アドバイス制度」に改称し、
ご意見をいただく対象を広げるなど運営を拡充（4月）

■ 「苦情対応態勢の高度化」に係るコンサルティングを実施し、調査結

経営計画に基づく

お申し出対応態勢の
いっそうの高度化

果に基づく取組みを推進。4月には「お客さまの声」統括部管下の組
織改正を行なうとともに、お客さまからのお申し出対応を充実するた
めの専任職「お客さまサービス推進役」を新設

経営計画を通じた
■ 2008年度～2010年度の「中期経営計画」において、引受・保全・

経営計画に基づく
支払管理態勢整備の

継続推進

経営計画を通じた
基幹機能の強化

・
運営方針の作成・公表

支払い等、生命保険事業の基幹機能のいっそうの強化に取組み
■ お客さまの保護・利便に直接関わる部の取組みのうち、特にご理解い

ただきたい事項を「運営方針」として公表しており、2008年度の実
施状況と2009年度の運営方針を公表（6月）

支払もれ等に関する
再発防止策の点検・
検証と必要な見直し

■ 再発防止策について、PDCAサイクルの視点から実施内容の十分性
や課題等の把握に重点を置いた点検を定期的に実施（3月、6月）

■ 計画提出後3回の点検等を行なうとともに、「お客さまへの情報提供
の十分性等」をテーマとする業務監査の提言への対応などを確認

特別対策本部の
設置・機能発揮



主な進捗状況（２００９年２月～７月） ② 4

２．内部監査態勢等の改善・強化

検査部の検証手法の
多様化

■ 2008年10月に新設した「支払監査室」の検査役が、保険金部・法
人サービス部に対する改善フォロー検査を実施

■ 検査役が長期間駐在し実査等を行ない、両部への定例検査において指
摘した事項の改善状況等を検証（12月～3月）

内部監査部門の
抜本的な
改善・強化

■ 支払管理部門において｢リスクとコントロール手法の可視化｣を活用し
た自己点検を行なっており、その実効性向上を図るため、リスク管理
統括部がリスク・コントロールの改善支援等を実施（12月～3月）

「リスクとコントロール
手法の可視化」を活用した

自己点検の実施

摘した事項の改善状況等を検証（12月 3月）

リスク管理態勢等の
いっそうの強化

支払管理部門における ■ 2008年10月に新設した「手術給付金等に関する再確認工程」にお支払もれの防止と

３．保険金等の支払もれ等に係る再発防止策

確認査定（二重チェック）
体制の強化

いて、査定を誤りやすい特定の手術および女性医療特約が付加された
案件を対象に点検を開始。6月末までに約24,000件を点検

適切な請求のご案内に
向けた態勢整備

「給付金一次判断サポート
システム」の機能拡充

■ 手術名、傷病名の各データベースの整備等を行ない、給付金の支払可
否を判断できる対象範囲を拡大（2月）

システム対応力の
強化 支払履歴

データベースの構築
（団体保険分野）

■ 増額等のお申込み時におけるご案内の充実を図ることなどを目的に、
任意型団体保険の支払履歴データベースを構築するためのシステム開
発に着手（6月～）

システム」の機能拡充 否を判断できる対象範囲を拡大（2月）

わかりやすい
商品開発と

約款平明化の

支払事由の簡素化を
図った

新商品の開発

■ 特約や給付金の数を大幅に絞り込むとともに、手術の有無や病気の種
類を問わず、病院で交付される「領収証」の「診療報酬点数」により
お支払額が確認できる新たな医療保障を中核とする終身入院保険「明
日のミカタ」「元気のミカタ」を発売（6月）

約款平明化の
推進 わかりやすい約款

（約款の平明化）

■ わかりやすい約款（専門用語の平易な言葉への言い換え、備考の充実
等）の作成を進めており、3月および6月発売の新商品についても平
明化された約款を採用



主な進捗状況（２００９年２月～７月） ③ 5

団体保険等の
加入者への

■ 保険金等の請求手続きの流れ、お支払いできる場合・できない場合の
事例等を記載した小冊子を新規作成し 団体保険等の加入者に年1回お客さまへの

説明態勢の
強化

加入者への
情報提供の充実

事例等を記載した小冊子を新規作成し、団体保険等の加入者に年1回
送付している「加入通知書」に同封（6月～）

請求時の提出書類・
請求印等の簡素化

■ 保険金等のお支払いを含む保全手続きのご請求時に、お客さまにいた
だく請求印および提出書類について、簡素化等を順次実施（7月～）

「安心サービス活動」を
通じた

請求のご案内

■ 「安心サービス活動」で使用するアンケート等には、原則として保険
金等支払事由の発生有無の確認・注意喚起メッセージを掲載

■ 「安心サービス活動」の実施初年度となる2008年度には、面談・連
絡等を約479万人のお客さまに実施（MYライフプランアドバイザ請求のご案内 絡等を約479万人のお客さまに実施（MYライフプランアドバイザー
＜営業職員＞が担当するお客さまの92.4％）

既契約の

■ 保険料の追加負担なしで現在のご契約内容の最新化を図ることを目的
に、2009年10月2日時点でご継続いただいているご契約を対象に、

保険金等の
お支払いに関する

お客さまへの

既契約の
支払事由等の
一部最新化
に関する

ご案内の開始

現時点で最新となる一部の支払事由・通算限度をお手続きなしで自動
的に適用する取扱いを実施予定（10月予定）

■ 実施する３つの最新化「特定疾病保険金の支払事由等の拡大」「入院
給付金の通算支払日数限度の延長」「手術給付金の通算支払限度等の
撤廃」について、「安心サービス活動」を通じてお客さまへのご案内お客さまへの

注意喚起・情報提供の
充実

撤廃」について、「安心サ ビス活動」を通じてお客さまへのご案内
を開始（4月～）

「告知書」の改訂
■ 正しい告知をいただくための取組みとして、告知書について、お客さ

まにとってよりわかりやすいものとなるよう、文字サイズの拡大・色
の変更 告知いただきたい疾患等の表示等の改訂を実施（4月）の変更、告知いただきたい疾患等の表示等の改訂を実施（4月）

募集資料の審査に関する
外部専門家の活用

■ 商品の募集資料の適正表示を確保するため、法的な観点でアドバイス
が必要と思われる事項について、社外の弁護士からの意見を反映。3
月および6月発売の新商品の募集資料について、景品表示法の観点か
ら 意見を求める対応を実施（1月 4月）らの意見を求める対応を実施（1月～4月）

「消費者専門アドバイス
制度」の活用

■ 6月発売の新商品の約款冊子の記載方法、書面構成についてアンケー
トを実施



【ご参考】

これまでの業務改善に向けた主な取組み



１．経営管理（ガバナンス）態勢の改善・強化

～２００６年度 ２００７年度 ２００８年度 ２００９年度

7

委員会
設置会社への

移行等

・06年7月 委員会設置会社に移行

06年7月 監査委員会監査を充実

・06年7月 取締役の過半数を社外から選任

・06年7月 監査委員会監査を充実

・06年7月 ｢総代立候補制｣を導入（07年1月に就任）

総代会の
活性化

・05年12月 定時総代会とは別に｢総代報告会｣を開催（毎年12月）

・09年7月 10年1月就任予定の立候補
による総代の候補者を選出

取締役会等へ
の報告の充実

・05年度 保険金等の支払非該当件数など、モニタリングすべきリスク情報の定期的な報告を開始

・06年4月 報告すべきリスク情報の種類・報告頻度を整理して取締役会規則の付議事項として規定

・06年4月 内部統制委員会を設置（内部統制システムに関する事項を組織横断的な視点から検討）

・05年12月 情報開示推進委員会を設置

内部統制
システムの

整備・高度化

デ スクロ ズの

・05年4月 ｢お客さまの声推進諮問会議｣を設置

ディスクローズの
強化・拡充

・05年12月 ｢お支払いに該当しないと判断したご契約件数｣｢苦情情報｣等の定期的な開示を開始

・06年3月 三利源の開示を決定（06年5月から開示）

「お客さまの声

年 特別対策本部を 年 特別対策本部 機能を強化 （ れま 点検 検 等を

・06年6月 ｢お客さまの声白書｣を発行（毎年6月） ・09年6月 2009年度版を発行

「お客さまの声」
に基づく

業務改善の推進

・05年12月 ｢お客さまの声｣統括部を設置 ・09年4月 組織改正、職制の新設を実施

・05年10月 特別対策本部を設置 ・08年9月 特別対策本部の機能を強化 （これまでに3回の点検・検証等を
（支払案件の点検と業務改善を推進） （再発防止策の実効性等を点検） 実施（08年12月、09年3月、

（支払管理態勢改善状況を検証） 6月））
特別対策本部の
設置・機能発揮



２．内部監査態勢等の改善・強化

～２００６年度 ２００７年度 ２００８年度 ２００９年度

8

・05年12月 内部監査部門の独立性を確保

２００６年度 ２００７年度 ２００８年度 ２００９年度

内部監査部門の
抜本的な
改善 強化

・06年4月 「業務監査グループ」を設置（お客さまの視点から組織横断的な業務の適切性を検証）

・08年8月～10月 ｢お客さまへの情報
提供の十分性等｣をテーマとする業務
監査を実施

改善・強化

・08年10月 ｢支払監査室｣を設置

監査を実施

・08年12月～09年3月 検査役が長期駐
在し実査を行なうなど、支払管理部門

・05年4月 ｢保険金等支払審査会｣を設置支払査定に
関する

に対する改善フォロー検査を実施

・05年10月 保険金部・法人サービス部に｢支払審査室｣を設置

関する
事後検証の

強化

・06年7月 ｢リスクとコントロール手法の可視化｣プロジェクトを推進
・08年4月 ｢リスクとコントロール手法の可視化｣

を活用した自己点検を開始リスク管理
態勢等の
いっそうの

・08年12月～09年3月 支払管理部門に
対し、リスク管理統括部がリスク・コ
ントロールの改善支援等を実施

・07年4月 オペレーショナルリスク管理態勢を整備・強化
（支払もれ等の事務リスク発生状況をモニタリング）

強化



３．保険金等の支払もれ等に係る再発防止策 ①

～２００６年度 ２００７年度 ２００８年度 ２００９年度

9

保険金等の
支払業務に

関する
規程等の整備

・07年4月 ｢保険契約に関する業務における基本方針｣を策定
（｢支払業務に関する規程｣を改正）
（保険金部・法人サービス部等の基本的役割・分掌事項を見直し）
（保険金部・法人サービス部等における事務手順書等を整備）

支払管理部門の
組織・要員等の

増強

・05年11月 支払査定担当組織を継続的に見直し

・07年1月 ｢支払サポートグループ｣等を設置

・05年11月 支払管理部門の要員を継続的に増強

年 支払査定担当者 対す 教育を継続的 充実
増強

・06年4月 支払査定担当者に対する教育を継続的に充実

支払もれの

・06年3月 診断書の改訂等を実施

06年10月 診断書等 デ タ入力ミ 防止に取組み

・08年12月 社外専門医による研修を開始

査定者向けカリ
キュラムを刷新

支払もれの
防止と

適切な請求の
ご案内に向けた

態勢整備

・06年10月 診断書等のデータ入力ミスの防止に取組み

・07年1月 ｢支払サポートグループ｣等による ・08年10月 確認査定態勢を強化
確認査定（二重チェック）を開始 （点検工程を複線化）

（再確認工程を新設）

08年4月 解約返戻金 自動送金 取扱いを開始・08年4月 解約返戻金の自動送金の取扱いを開始

システム
対応力の

・05年10月 ｢給付金一次判断サポートシステム｣を導入（継続的に機能を拡充） ・09年2月 支払可否を判断できる対象範囲を拡大

・06年6月 新｢給付金ご請求のご案内｣作成システムを開発

強化
・06年6月 ｢団体保険支払ワークフローシステム｣を導入

わかりやすい ・06年8月 支払事由のわかりやすさ等の観点からの商品開発に継続的に取組み

・09年6月～ 支払履歴データ
ベースの開発を開始

・09年6月 支払事由の簡素化を
図った｢明日のミカタ｣

商品開発と
約款平明化の

推進

06年8月 支払事由のわかりやすさ等の観点からの商品開発に継続的に取組み

・07年6月 わかりやすい約款に改訂 ・09年3月・6月の新商品にもわかりやすい約款を採用

・08年4月 ｢代理請求特約｣の取扱いを開始

図った｢明日のミカタ｣
｢元気のミカタ」を発売



３．保険金等の支払もれに係る再発防止策 ②

～２００６年度 ２００７年度 ２００８年度

10

２００９年度

・04年1月 団体向けインターネット事務支援 ・08年4月 ｢請求ガイダンス
サービスを展開 機能｣を拡充

・05年12月 ｢支払相談室｣を設置（保険金等のお支払いに関するご相談を専門スタッフが受付け）

・09年６月
お支払いに関する冊子の
加入通知書への同封を開始

お客さまへの
説明態勢の

・06年4月 営業職員向け教育カリキュラムを見直し

05年12月 ｢支払相談室｣を設置（保険金等のお支払いに関するご相談を専門スタッフが受付け）

・08年4月 ｢社内教育検定制度｣を創設

・06年3月 「保険金等のお支払いに関する不服申立制度」を創設

説明態勢の
強化 ・06年4月 支社・営業所等の事務職員を対象とした教育を継続的に充実

・08年9月 請求書類の改訂等に取組み

・08年9月 請求書類の管理を強化

08年9月 ｢資料検索シ ム を導入

・09年7月～
請求印・提出書
類の簡素化等に

・08年4月 非該当時の診断書取得費用相当額の負担を開始

・08年9月 ｢資料検索システム｣を導入

・08年4月 ｢給付金請求時チェックシート｣を作成

取組み

・05年11月 お支払いに関する説明冊子を作成（継続的に内容を充実）

06年4月 ｢ご契約 しおり に支払事由に関する事例を掲載

・05年11月 ホームページによる情報提供を継続的に充実
保険金等の
お支払いに

・07年5月 新契約締結時の交付を開始

・06年4月 ｢ご契約のしおり｣に支払事由に関する事例を掲載

・07年4月 お客さまへの定期的通知を通じた情報提供を継続的に充実

・08年4月 安心サービス活動による
請求案内を開始

お支払いに
関する

お客さまへの
注意喚起・
情報提供の

充実

・09年4月 既契約の支払事由
等の一部最新化の
案内を開始

・08年6月 募集資料審査に外部専門家を活用

・08年5月 ｢消費者専門アドバイス制度」（09年4月に運営を拡充）を
活用し、募集資料等にアドバイスを反映

充実 案内を開始


